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１．はじめに

２．駐在員の確定申告の手順

中国では2019年に「個人所得税法」が改正され、中国人および居住者外国人の個人所得税は、

これまで月次計算だったのが、『（年初から当月までの累計収入に基づいた税額)－(年初から前月

までの累計納税額）』で計算するように変更されました。

毎月確定申告するような格好ですが、翌年改めてスマホアプリで「年度確定申告」を行います。

給与所得以外の収入があったり各種控除を累計計算していない場合、税金追納や税金還付が発生す

るため、「年度確定申告」で確認するのです。

駐在員の場合、昨年までは「確定申告申請書」や「委任状」など必要書類を税務局の窓口に提出

し申請していたのですが、今年は税務局より窓口事務の負担軽減と他人との接触によるコロナ感染

リスク抑制のため、駐在員の確定申告もなるべくスマホアプリで操作するよう勧められました。

以上のような背景により、当事務所でも5月に初めてスマホアプリによる確定申告を行いました

ので、その手順についてご紹介いたします。

（１）税務局で「登録番号」を受領

確定申告は「個人所得税」アプリで行います。現在「外国人永久居留身分証（外国人永久居

留証）」を有する外国人は同アプリで直接登録ができますが、「就労ビザ（Ｚビザ）」で駐在T

している外国人が同アプリに新規登録するには、まず税務局にパスポート原本を提示してT

｢登録番号」を取り受ける必要があります。

（２）個人情報の入力

｢個人所得税」アプリに、税務局からの「登録番号｣、パスポート番号、氏名、国籍を入力し

ます。還付金は銀行口座へ入金されるので、外国人の場合、姓と名を銀行口座名と全く同じ

順番で入力しないと、別途税務局に「氏名不一致の説明文書」を提出しなければならなくな

ります。

（３）パスワードの設定

次にパスワードの設定、携帯番号、通常居住地区の入力画面が出てきます。パスワードには､

「数字、英語の大文字、英語の小文字、特別記号（＄、＃、％、＆など）」を用いた8～15字

の組み合わせが要求されます。 
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（４）「確定申告」の操作

上記の初期登録が終われば、「確定申告」の操作画面に入ります。なおサンプルの操作画面

は「税金還付」（納税額＞総合所得課税額）のケースです。

・基本情報の入力（操作①～②）

中央の｢2021総合所得年度匯(汇)算｣の｢開始申告｣ボタンを押し、｢居民身分判断｣画面に入

り、「中国国内累計居住日数」と「中国国内連続居住年数」を入力します。

・収入・課税所得・各種控除などの確認と税金還付額の自動計算（操作③～⑤）

次に前年度の個人の給与所得総額、税引前控除、課税所得額、各種控除、総合所得課税額､

納税額を一つずつ確認すると、税金還付額が表示されます。

・銀行口座情報の入力（操作⑥～⑧）

「申請退税」を押すと、銀行口座情報の入力画面が出てきます。取引銀行、支店名、口座

番号を入力し、「提出」ボタンを押せば、還付申請は終了となります。通常１週間以内に、

還付金が個人の指定口座へ振り込まれます。

①確定申告画面 ②中国居住日数を入力

⑤還付金額の計算根拠
(納税額＞総合所得課税額

の場合)

⑥還付金額を確認し

「申請退税」を押下 

⑦還付口座を入力し

「提交（提出）」を押下

⑧還付申請の完了

③給与、課税所得額の

確認画面

④各種控除の確認画面

(=12か月分の控除額)
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３．おわりに

海外ビジネス情報

発行：北陸銀行 ほくりく長城会事務局
〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス4F

（（株）人材情報センター内）

TEL: (076)254-6500 FAX: (076)254-6565

E-mail:info@chojo-hokugin.jp

＜ご注意＞文中意見は筆者の個人的見解であり、北陸銀行としての見解の反映ではありません。当レポートは作成時点の経済状

況に基づき、情報提供のみを目的に作成したものです。

記載内容についてはご利用者のご判断と責任のもと、ご利用くださるようお願いいたします。

中国での年度確定申告は、毎年3月～6月に行います。中国人、外国人問わず、年間収入が12万元

以下、あるいは税金の追納金額が400元未満の納税者は申告しなくてもよいことになっています。

また納税年度内における外国人の中国国内累計居住日数が183日未満の場合も、確定申告を行う

必要はありません。最初はやや面倒ですが、一回登録すれば翌年以降の確定申告申請は10分以内で

完了するので、大変便利です。

これから中国で勤務されるお取引先の皆様、またはスマホアプリにまだ慣れておられていない駐

在員の方にとって、中国の税法への理解や確定申告の操作に少しでもお役に立てれば幸いです。

以上

もし駐在員の個人所得税が会社負担の場合は、個人口座から会社口座へ還付金を送金する必要が

ありますが、同じくスマホの銀行アプリで簡単に振込操作ができます。税務局や銀行へ出向くこと

なく、「確定申告⇒税金還付の申請⇒会社口座への還付金の振込」など一連の作業をスマホアプリ

で手軽に行うことができるわけです。 


